
議会運営委員会  

 

令和４年３月 29日 

委 員 会 室 

 

１  開  会  

 

 

２  協議事項  

 ⑴  第 88回６月定例会の日程等について  

     

 ⑵  第 87回３月定例会の反省等について  

 

⑶  その他  

 

 

３  その他  

 ⑴  西脇市税条例等の一部改正に係る専決処分について  

 ⑵  その他  

  

  

 

 

 



第88回西脇市議会６月定例会の日程等について  

 

 

１  招集予定日と主な議案  

 ⑴  招集予定日  

   令和４年６月６日（月）午前 10時  

⑵  提出予定の主な議案  

ア  補正予算（令和４年度一般会計ほか）  

  イ  その他  

 

２  日程及び会期等  

 ⑴  日  程  

   ５月30日（月）午前９時 30分から  議会運営委員会  

   ６月２日（木）午前９時 30分から  議案説明会  

     ６日（月）午前９時 30分から  議員協議会  

午前10時00分から  本会議（第１日）  

≪本会議終了後、資料請求打合せ≫  

     ７日（火）正午        議案質疑通告締切・定期監査結 

                   果報告書に対する質疑通告締切  

10日（金）午前 10時00分から  本会議（第２日）  

13日（月）午前９時 30分から  総務産業常任委員会  

14日（火）午前９時 30分から  文教民生常任委員会  

15日（水）午前９時 30分から  予算常任委員会  

16日（木）          委員会予備日  

17日（金）正午        一般質問通告締切  

20日（月）正午        討論通告締切  

     （一般質問の通告数等により、午後１時30分から議会運営委員会を開催） 

     23日（木）午前９時 30分から  議員協議会  

午前10時00分から  本会議（第３日）  

     24日（金）午前 10時00分から  本会議（第４日）  

     27日（月）          予備日  

     28日（火）午前９時 30分から  議会運営委員会  

 

 ⑵  会  期  

   ６月６日（月）から 27日（月）までの 22日間  

 

３  初常任委員会の日程  

  ５月17日（火）午前９時 30分から  文教民生常任委員会  

    19日（木）午前９時 30分から  総務産業常任委員会  

 



４  今後の日程  

  ４月３日（日）午後１時30分から  課題懇談会（文教民生常任委員会）  

    ６日（水）午前９時30分から  文教民生常任委員会  

    ８日（金）午前９時30分から  総務産業常任委員会  

    12日（火）午前９時 30分から  議員協議会  

    14日（木）午後１時 00分から  近畿市議会議長会（大阪市）  

    15日（金）午後１時 30分から  東播・淡路市議会議長会（加西市）  

    21日（木）午前９時30分から  議会運営委員会  

    27日（水）午後１時30分から  兵庫県市議会議長会（丹波篠山市）  

  ５月６日（金）午前９時 30分から  議員協議会  

    16日（月）午後２時00分から  全国自治体病院経営都市議会協議  

                  会（東京都）  

    17日（火）午前９時 30分から  文教民生常任委員会  

    19日（木）午前９時30分から  総務産業常任委員会  

    25日（水）午後１時00分から  全国市議会議長会（東京都）  

    26日（木）午後１時00分から  〃〈共済会〉代議員会（東京都） 

 

 

 

 

 



 

 

                       （令和４年３月29日 議会運営委員会資料） 

       

西脇市税条例等の一部を改正する条例の制定について（主な内容） 

 

 

 

○対象税 固定資産税・都市計画税 

〇内 容  

・土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置について、激変緩和措置の観点か 

ら、令和４年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の 2.5％（現行 

５％）とする。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産税額は、次のとおり求められます。 

Ⓐ ＝ 評価額 

〔Ｉ〕＝ 課税標準額＝前年度課税標準額＋Ⓐ×５％ 

 

課税標準額   ×   税率   ＝   税額 

              (固定資産税 1.4%) 

                    (都市計画税 0.3%) 

 

 

 

（評価額） （評価額） （評価額） 

100％ 

0％ 

20％ 

（評価額） 

１ 固定資産税(土地)等の負担調整措置 

 

負担 

水準 

70％ 

 

60％ 

【令和２年度】 

負担 

水準 

70％ 

 

 

60％ 

【令和３年度】 

負担 

水準 

70％ 

 

 

60％ 

 

【令和５年度】 

【Ｒ３改正】 

令和３年度に限り 

前年度と同額に据置 

負担 

水準 

70％ 

 

 

60％ 

【令和４年度】 

【Ｒ４改正案】 

令和４年度に限り 

上昇幅を半減 

（5％⇒2.5％） 

※新評価額の 2.5％ ※新評価額の 5％ 

Ⓐ×70％に 

引き下げ 

税負担措置 
固
定
資
産
税
価
格
（
評
価
額
） 

（
地
価
公
示
価
格
等×

７
割
）
Ⓐ [Ｉ]＝前年度課税

標準額＋Ⓐ×５％ 

 

 

[Ｉ]がⒶ×60％を

上回る場合は、 

Ⓐ×60％ 

 

[Ｉ]がⒶ×20％を

下回る場合は、 

Ⓐ×20％ 

 

２ その他所要の改正（引用条項等） 

 

評価替え 時点修正 時点修正 


